
令和８年度 利用申請手続きについて 

令和８年度から、全国で実施される乳児等のための支援給付として制度変更されるため、すでに利用され

ている方も、給付制度利用のための申請が必要になります。 

４月分からの利用を予定されている方は、令和８年度利用のための申請手続きをお願いします。 

 

1. 川崎市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)にアクセス＜【オンライン手続】をクリック  

 

 

 

 

 

 

2．【次へ進む】をクリック＜アドレスとパスワードを入れてログインする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こちらをクリックするとログイ

ンを求められるためアドレスと

パスワードを入力するとアクセ

スできます。 



３.該当するものを選択し、案内に沿って必要事項を入力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請完了 

令和８年度利用継続される方は令和８年３月３１日までに申請手続きをお願いします。 

期限内に申請がなかった場合、利用停止となりますので早めに申請をお願いします。 

 

 


